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(1
)
 

本
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
マ
グ
レ
ブ

(
M
a
g
h
r
e
b
:

I

七
ロ
ッ
コ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
及
び
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
総
称
）
に
お
け
る
移
民
問
題
に

(2
)
 

関
す
る
研
究
（
以
下

「本
研
究
」
と
い
う
。）

の
導
入
部
と
し
て
の
位
置
付
け
を
有
し
て
い
る
。

本
研
究
は
、
人
口
減
少
期
に
入

っ
た
日
本
の
将
来
に
向
け
た
政
策
選
択
と
し
て
、
本
格
的
な
移
民
政
策
の
導
入
を
求
め
る
声
が
あ
る
一

方
、
治
安
の
悪
化
等
を
理
由
に
そ
の
導
入
に
消
極
的
な
意
見
も
根
強
い
日
本
社
会
の
現
状
を
背
景
に
、
移
民
先
進
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の

経
験
を
学
ぼ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
国
家
な
い
し
社
会
の
立
場
か
ら
移
民
政
策
の
あ
り
方
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
移
民
労

働
者
の
立
場
に
立
っ
て
、
な
ぜ
移
民
と
し
て
異
国
に
働
き
に
出
る

（
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）

保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
老
後
の
年
金
受
給
の
あ
り
方
を
中
心
と
し
た
社
会
保
障
制
度
と
の
か
か
わ
り
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
の
対
象
国
と
し
て
は
、

マ
グ
レ
ブ
と
そ
の
人
々
に
と
っ
て
の
移
民
の
意
義
を

の
か
、
さ
ら
に
は
、
移
民
労
働
者
の
生
活

り
、
現
在
で
も
多
く
の
人
々
が
移
民
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
て
い
る
マ
グ
レ
ブ
も
取
り
上
げ
、
移
民
の
受
入
国
と
送
出
し
国
の
双
方
を

で
あ
る
と
思
い
至
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
侵
略
の
歴
史
を
積
み
重
ね
て
き
た
欧
州
諸
国
に
あ
っ
て
は
、
古
来
よ
り
国
を
ま
た
い
だ

人
々
の
往
来
が
盛
ん
で
あ
り
、
そ
う
い

っ
た
中
で

「移
民
」
を
問
う
こ
と
は
、

「
国
民
」
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
国
民
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
の
上
で
、

ン
ス
に
お
い
て
移
民
政
策
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、

国
に
と
っ
て
の
移
民
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
し
か
な
く
、
そ
の
後
に
は
、

ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
論
文
で
は
、

本
研
究
を
進
め
る
に
つ
れ
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
問
題
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

研
究
す
る
と
い
う
方
法
を
用
い
た
。

本
論
文
の
目
的

フ
ラ
ン
ス
と
い
う

フ
ラ

フ
ラ
ン
ス
人
と
は
何
か
を
問
う
と
い
う
こ
と

フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
そ
の
植
民
地
で
あ
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明
ら
か
に
す
る
作
業
が
待
っ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

「
移
民
」

ま
ず
、

「移
民
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
日
本
に
お
け
る
唯
一
の
移
民
関
係
立
法
で
あ
る
「
移
民
保
護
法
」
（
明
治
二
九

年
法
律
第
七

0
号
）
で
は
、
「
移
民
」
を
「
労
働
二
従
事
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
外
国
二
渡
航
ス
ル
者
及
其
ノ
家
族
ニ
シ
テ
之
卜
同
行
シ
又
ハ
其

ノ
所
在
地
二
渡
航
ス
ル
者
」
（
同
法
第
一
条
）
と
定
義
し
た
上
で
、
個
々
の
移
民
を
行
政
庁
の
許
可
に
か
か
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
移
民
の

(3
)
 

募
集

・
周
旋
を
業
と
す
る
移
民
取
扱
人
に
対
す
る
規
制
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
移
民
の
保
護
を
図
ろ
う
と
し
た
。

他
方
、
国
語
辞
典
に
お
け
る
定
義
は
こ
れ
よ
り
も
広
く
、
「
他
郷
に
移
り
住
む
こ
と
。
特
に
、
労
働
に
従
事
す
る
目
的
で
海
外
に
移
住
す

る
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
人
」
（
広
辞
苑
第
六
版
）
、
「
労
働
に
従
事
す
る
目
的
で
外
国
に
移
り
住
む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
」
（
大
辞
林
）
、

「個
人
又
は
集
団
が
永
住
を
望
ん
で
他
の
国
に
移
り
住
む
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
人
々
」
（
大
辞
泉
第
二
版
）
な
ど
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
に
共
通
す
る
「
移
民
」
の
理
解
と
し
て
は
、

「他
の
国
に
移
り
住
む
こ
と
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、

イ
）

フ
ラ
ン
ス
語
の
意
義

（
ア

(1
)
 

日
本
語
の
意
義

移
民
の
意
義
と
国
民
の
概
念

の
意
義

フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
に
は
、
英
語
と
同
様
に
、
日
本
語
の
「
移
民
」
に
相
当
す
る
言
葉
が
二
つ
あ
る
。

―つ

は
、
他
国
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か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
移
り
住
む
こ
と
を
表
す

i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
(
英
語

]
i
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
)

(
移
入
）
で
あ
り
、
他
の
―
つ
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
他

国
に
移
り
住
む
こ
と
を
表
す

e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
(
英
語

[
e
m
i
g
r
a
t
i
o
n
)

(
移
出
）

g
r
e
(
e
)
 
(
英
語

[
i
m
m
i
g
r
a
n
t
)

(
移
入
民
）
、
後
者
は

e
m
i
g
r
e
(
e
)

(
英
語
ぶ
m
i
g
r
a
n
t
)

(
移
出
民
）
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
移
民
」
が
「
他
の
国
に
移
り
住
む
こ
と
」
を
意
味
す
る
点
で
は
、
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
は
共
通
だ
が
、
日
本
語
の
場

合
に
は
、
日
本
か
ら
他
の
国
に
移
り
住
む

「移
出
」
と
他
の
国
か
ら
日
本
に
移
り
住
む

「移
入
」
を
こ
と
さ
ら
区
別
せ
ず
、
主
に
「
移
出
」

を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
に
は
、
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
上
位
概
念
と
し
て
、

mi,

gration 
(
英
語
こ
nigration)

(
移
民
、
移
住
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
け
る
「
移
民
」
と
い
う
言
葉
の
こ
の
よ
う
な
相
違
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
実
態
の
反
映
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、

あ
っ
て
、
古
来
よ
り
国
境
を
越
え
た
民
族
な
い
し
個
人
の
移
動
が
盛
ん
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
他
の
国
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
移
り
住
む
「
移

入
」
だ
け
で
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
他
国
に
移
り
住
む
「
移
出
」
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
場
合
に
は
、

四
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
島
国
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

「移
民
」
、
特
に
「
移
入
民
」
は
そ
の
数
及

(4) 

び
頻
度
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
よ
り
は
る
か
に
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
「
移
民
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
は
主
に
「
移
出
民
」
を
意
味

し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

ウ

百
葉
の
背
後
に
あ
る
社
会
実
態
の
違
い

で
あ
る
。
当
事
者
た
る
人
に
着
目
す
る
と
、
前
者
は

i
m
m
i
,

ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
国
々
と
陸
続
き
で
国
境
を
接
す
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に

上
記
の
よ
う
な
両
国
に
お
け
る
「
移
民
」
概
念
の
相
違
を
認
識
し
た
上
で
、
本
稿
で
は
、

「移
入
（
民
）
」
又
は
「
移
出
（
民
）
」
を
敢
え

て
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
「
移
民
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
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「
移
民
」
が
「
他
の
国
に
移
り
住
む
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
ー
国
民
が
自
国
に
移
り
住
ん
で
も
「
移
民
」
と
呼
ば
な
い
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
ー
移
住
者
が
移
住
先
の
国
の
国
民
で
な
い
こ
と
が
「
移
民
」
の
基
本
的
要
件
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
者
が
「
移
民
」

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
者
が
そ
の
国
の

「
国
民
」
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、

ン
ス
に
お
け
る

「移
民
と
は
何
か
？
」
を
問
う
こ
と
は
、

「
フ
ラ
ン
ス
人
と
は
何
か
？
」
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、

ま
ず
「
フ
ラ
ン
ス
人
と
は
何
か
？
」
に
関
す
る
法
的
根
拠
、

す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ス
の
国
籍
要
件
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す

と
こ
ろ
で
、

さ
て
、

フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
要
件
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、

て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
国
籍
の
取
得
事
由
と
し
て
、
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
と
出
生
後
の
事
由
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
を
分
け

て
定
め
て
い
る
の
で
、
以
下
、
順
に
検
討
す
る
。

民
法
典
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

臼
s
e
)
が
制
定
さ
れ
て
い
た
が
、
同
法
は
、

て
い
る
。
か
つ
て
は
、

（
ア

る。 (2
)
 移
民
と
国
民

フ
ラ
ン
ス
の
国
籍
取
得
要
件

フ
ラ
ン
ス
に
は
、
国
籍
法
と
い
う
も
の
は
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典

(
C
o
d
e
civi
l)
が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
要
件
等
を
定
め

(5
)
 

一
九
四
五
年
一

0
月
一

九
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
国
籍
法

(
C
o
d
e
d
e
 la
 n
a
tion
a
lite 
fran<;;
,
 

(6
)
 

一
九
九
三
年
七
月
二
二
日
の
法
律
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
国
籍
に
関
す
る
事
項
は

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
第
I
巻
人
、
第
I
編
の
ニ
フ
ラ
ン
ス
国
籍
に
お
い

フ
ラ
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い
る
の
で
あ
る
。

め
て
い
る

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍

ま
ず
、
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
定
め
た
第
Il
章
で
は
、
血
統
主
義

(j
u
s
s
a
n
g
u
i
n
i
s
)

を
基
本
と
し
つ
つ
、
生
地
主
義

(j
u
s
soli
)
も

認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
Il
章
第
一
節
血
統
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
、
「
両
親
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ

フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
」
（
第

一
八
条
）
と
血
統
に
よ
る
国
籍
の
原
則
を
定
め
て
い
る

。

し
か
し
同
時
に
、
第

一
八
—
一
条
で
は
、

「
両
親
の
い
ず
れ
か

一
人
だ
け
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
場
合
に
は
、

棄
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
子
が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
放
棄
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
、
両
親
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
子
に

限
っ
て
、
個
人
の
意
思
で
は
変
更
で
き
な
い
、
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
第
II
章
第
二
節
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
、

「両
親
の
少
な
く
と
も

一
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た

場
合
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
」（
第
一
九
I

三
条
）
と
定
め
、
両
親
及
び
子
の
双
方
の
国
籍
を
問
わ
ず
、

親
と
子
の
二
世
代
に
わ
た
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
子
は
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、

一
八
五

一
年
の
法
律
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

う
す
る
と
、
そ
の
家
族
は
三
世
代
に
わ
た

っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
居
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
子
は
、

合
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
場
合
に
は
、
両
親
の
一
人
だ
け
が
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
場
合
に
限
っ
て
、
子
が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
放
棄
す
る
権
利
を
認

人
で
あ

っ
て
も
、

こ
の
よ
う
に
、
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍
に
関
し
て
は
、
血
統
主
義
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
か
な
り
の
範
囲
で
生
地
主
義
が
認
め
ら
れ
て

る
子
は
、

40 

（第

一
九
I

四
条）

(
a
)
 

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
な
か
っ
た
子
は
：
・
・
：
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
資
格
を
放

二
世
代
に
わ
た
る
出
生
は
も
は
や
偶
然
で
は
な
い
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
そ

フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
統

の
で
、
両
親
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
、
か
つ
、
本
人
も
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
は
、
両
親
が
外
国
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か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

一
六
歳
又
は

一
三
歳
に
な
っ
た
と
き

住
を
条
件
に
、
当
局
の
裁
量
的
判
断
に
よ
る
こ
と
な
く
、

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
第
I
編
の
二
第

m章
で
は
、

出
生
後
の
事
由
に
よ
る
国
籍
付
与
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
、
帰
化

(n
a
t
u
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
)

(
第
五

款
当
局
の
決
定
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
）
の
ほ
か
に
‘

-―
一
種
類
の
国
籍
取
得
事
由
を
定
め
て
い
る
。
第
一
に
、
婚
姻
を
理
由
と
す

る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
（
第
二
款
）
、
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
と
居
住
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
（
第
三
款
）
、

そ
し
て
第
三
に
、
国
籍
宣
言
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

（第
四
款
）

で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、

血
統
を
理
由
と
す
る
フ

ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

（第一

款
）
と
い
う
規
定
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
単
純
養
子
縁
組
が
直
ち
に
養
子
の
国
籍
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

で
は
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
直
接
、
国
籍
付
与
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
三
種
類
の
事
由
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
と
居
住
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

（
第
三
款
）
で
は
、
生
地

主
義
が
基
本
と
な

っ
て
い
る
。

ま
ず
、
両
親
が
外
国
人
で
あ

っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
は
、
①
―

一
歳
以
降
継
続
的
若
し
く
は

(8) 

非
継
続
的
に
少
な
く
と
も
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所

(
r
e
s
i
d
e
n
c
e
h
a
b
i
t
u
e
ll
e)

を
有
し
、
か
つ
、
②
成
人
に
な
っ
た
時
点
で
フ
ラ
ン

ス
に
居
所
を
有
し
て
い
れ
ば
、
成
人
に
な
っ
た
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
資
格
を
辞
退
し
な
い
か
ぎ
り
（
第
ニ
―

を
取
得
す
る
と
し
て
い
る
（
第
ニ

―
—
七
条
）
。こ
れ
に
よ

っ

て
、
外
国
人
の
子
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
と
五
年
間
の
居

同
様
に
、
未
成
年
の
子
で
あ
っ
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
と
五
年
間
の
居
住
を
条
件
に
、

（
参
考
）

フ
ラ
ン
ス
民
法
典

(C
o
d
e
ci
v
il) 

(抄）

第

I
巻

人

(
D
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
)
 

（
第
ニ
―
_
―
一
条
）
。

(b
)
 出
生
後
の
事
由
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

l

八
条
）
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
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（
第
ニ
―
条
）

第
I
絹
の
一
―
フ
ラ
ン
ス
国
籍

(
D
e
la 
nationalite franc;aise) 

第
I
章

総

則

(Dispositions
g
e
n
e
r
a
l
e
s
)
 
(
第
一
七
条
＼
第
一
七
ー
―
二
条
）
（
略
）

第
II
章
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
国
籍

(
D
e
la nationalite franc;aise 
d'origine) 

第
一
節
血
統
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人

(
D
e
s
Franc;ais p
a
r
 filiation) 
(
第
一
八
条
＼
第
一
八

ー
一条）

第
一
八
条
両
親
の
少
な
く
と
も
一
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
子
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
。

第
一
八

ー一

条
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
親
の
い
ず
れ
か
一
人
だ
け
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
場
合
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
な
か
っ
た
子

は
、
成
人
と
な
る
六
か
月
前
及
び
成
人
に
達
し
て
以
降
―
―
一
か
月
の
間
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
資
格
を
放
棄
す
る
権
利
を
有
す
る
。
（
中
略
）

第
一
一
節
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人

(
D
e
s
Franc;ais p
a
r
 la n
a
i
s
s
a
n
c
e
 e
n
 F
r
a
n
c
e
)
 
(
第
一
九
条
＼
第
一
九

ー
四
条
）

第
一
九
条
両
親
が
不
明
の
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
。
（
中
略
）

第
一
九
ー
一
条
次
の
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
。

一
両
親
が
無
国
籍
の
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子

二

両

親

が

外
国
人
の
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
て
、
国
籍
に
関
す
る
外
国
の
法
律
に
よ
っ
て
両
親
の
い
ず
れ
の
国
籍
も
取
得
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
（
中
略
）

第

一
九
ー
三
条
両
親
の
少
な
く
と
も
一
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
場
合
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
。

第
一
九
ー
四
条
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
親
の
一
人
だ
け
が
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
場
合
に
は
、
第
一
九

ー
三
条
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス

人
と
な
っ
た
子
は
、
成
人
と
な
る
六
か
月
前
及
び
成
人
に
達
し
て
以
降
―
―
一
か
月
の
間
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
資
格
を
放
棄
す
る
権
利
を
有

す
る
。
（
中
略
）

第
皿
章
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(
D
e
!'acquisition d
e
 la 
nationalite franc;aise) 

第
一
節
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
方
法

(
D
e
s
m
o
d
e
s
 d'acquisition d
e
 la 
nationalite franc;aise) 

第
一
款
血
統
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
 la 
nationalite franc;aise 
a
 raison 
d
e
 la 
filiation) 

（略）
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（
第
ニ
―

ー一

条

第
二
款
婚
姻
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(
A
cquisition
d
e
 la
 n
ati
onalite fr
a
ni:;aise a
 ra
ison d
u
 m
a
r
iage
)
 

ー
第
ニ

―
ー
六
条
）
（
略
）

第
三
款
フ
ラ
ン
ス
で
の
出
生
と
居
住
を
理
由
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(
A
cquisition
d
e
 la n
atio
n
a
lit
e
 fram;;aise a
 raison d
e
 la
 nais, 

s
a
n
c
e
 et d
e
 la r
e
s
i
d
e
n
c
e
 en
 F
r
a
n
c
e
)
 (~ 

I
 

I
 

I
 

-

-¥,J
冬木

i
竿空―
-

I

-

―冬示）

第
ニ
―

I

七
条
両
親
が
外
国
人
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
す
べ
て
の
子
は
、
成
人
に
な

っ
た
時
点
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
に
居
所
を
有

し
、
か
つ
、
一
ー
歳
以
降
継
続
的
若
し
く
は
非
継
続
的
に
少
な
く
と
も
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
、
成
人
に
な
っ
た

と
き
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
す
る
。
（
中
略
）

第
ニ
―

I

八

条

当

事
者
は
、
第
二
六
条
以
下
で
定
め
る
条
件
に
従
い
、
か
つ
、
そ
の
者
が
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
を
条
件

と
し
て
、
成
人
と
な
る
六
か
月
前
及
び
成
人
に
達
し
て
以
降
ご

一か
月
の
間
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
資
格
の
辞
退
を
宣
言
す
る
権
利
を
有
す
る
。

前
項
に
よ

っ
て
辞
退
を
宣
言
し
た
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。（
中
略
）

第
ニ
―

ー
一
一
条
両
親
が
外
国
人
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
未
成
年
の
子
は
、
宣
言
の
時
点
で
フ
ラ
ン
ス
に
居
所
を
有
し
、
か
つ
、
一

一
歳
以
降
継
続
的
若
し
く
は
非
継
統
的
に
少
な
く
と
も
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
、
二
六
条
以
下
で
定
め
る
条
件

に
従
い
、

一
六
歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら
、
宣
言
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
歳
以
降
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
、
前
項
と
同
じ
条
件
に
従
い
、
両
親
が
外
国
人
で
あ
っ
て
、
フ

ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
未
成
年
の
子
の
名
に
お
い
て
、
そ
の
子
が

一
三
歳
に
な
っ
た
と
き
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

一
七
ー
三
条
第
三
項
で
定
め
る
方
法
に
従
っ
て
証
明
さ
れ
た
精
神
的
又
は
身
体
的
能
力
の
障
害
に
よ
っ
て
そ
の
意
思
を
表
示
で
き
な
い
場
合

を
除
い
て
は
、
未
成
年
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。

第
四
款
国
籍
宣
言
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(
A
c
quisition
d
e
 la
 nati
o
n
a
lite
 fran¥;ais
e
 p
a
r
 declaration d
e
 n
ati
onalit
e
)
 (
第
ニ
一
ー

―
二
条
ー
第
ニ
―

I

一
四
条
）

第
ニ
―

I

―
二
条
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
持
つ
者
に
よ
る
単
純
蓑
子
縁
組
の
対
象
と
な
っ
た
子
は
、
宣
言
の
と
き
に
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
れ
ば
、

成
人
に
な
る
ま
で
の
間
に
、
第
二
六
条
以
下
で
定
め
る
条
件
に
従
い
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
資
格
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
中
略
）
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第
五
款
当
局
の
決
定
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得

(
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
 la nationalite franr,;aise p
a
r
 decision d
e
 l'autorite p
u
b
l
i
q
u
e
)
 

二

一
ー
一
四
ー
一
条

1
第一―

一
ー
一
一
五
ー

一
条）

第
一
―
一

ー
一
四

ー
一
条
フ
ラ
ン
ス
国
籍
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
に
従
事
し
た
す
べ
て
の
外
国
人
で
あ
っ
て
、
任
務
遂
行
又
は
作
戦
実
施
中
に
負
傷
し
、

か
つ
、
国
籍
を
申
請
し
た
者
に
対
し
、
国
防
大
臣
の
推
挙
に
基
づ
き
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
る
。
（
中
略
）

第一―

一
ー
一
石
条

ニ

―
ー
一
四
ー
一
条
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
局
の
決
定
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
取
得
は
、
外
国
人
の
申
請
を
受
け
、

デ
ク
レ
で
帰
化
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。

第一

―
一
ー
一
六
条
何
人
も
、
帰
化
の
デ
ク
レ
ヘ
の
署
名
の
際
に
フ
ラ
ン
ス
に
居
所
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
、
帰
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
―
一

ー
一
七
条
第
ニ
―

ー
一
八
条
、
第
ニ

―
ー
一

九
条
及
び
第
一
―
一
ー
―

1
0
条
で
定
め
る
例
外
を
除
く
ほ
か
、
帰
化
は
、
申
請
を
提
出
す
る
前

の
五
年
間
フ
ラ
ン
ス
に
常
居
所
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
外
国
人
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
。

第
ニ
―

I

一
八
条
次
の
場
合
に
は
、
一
―
一

ー
一
七
条
で
定
め
る
居
住
期
間
は
、

二
年
に
短
縮
さ
れ
る
。

―
―

一年
間
の
高
等
教
育
を
受
け
て
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
又
は
高
等
教
育
機
関
で
学
位
を
取
得
し
た
外
国
人

二

そ
の
能
力
や
才
能
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
重
要
な
貢
献
を
な
し
、
又
は
で
き
る
者

三
公
民
、
科
学
、
経
済
、
文
化
又
は
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
の
活
動
で
高
い
評
価
を
得
て
、
社
会
へ
の
統
合
に
特
別
な
経
歴
を
有
す
る
者

（
中
略
）

第
ニ
―

I
-

――

一条
何
人
も
、
一
八
歳
に
達
し
な
い
と
帰
化
で
き
な
い
。

（中
略
）

第
ニ

―ー

ニ
三
条
何
人
も
、
素
行
不
良
で
あ
る
か
、
又
は
本
法
典
第
ニ
―

ー
ニ
七
条
の
有
罪
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
帰
化
で
き
な

い
。
（
中
略
）

第
一
―
一
ー
ニ
四
条
何
人
も
、
そ
の
立
場
に
応
じ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
で
定
め
ら
れ
る
水
準
及
び
評
価
方
法
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
言

語
、
歴
史
、
文
化
及
び
社
会
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
及
び
共
和
国
の
基
本
的
な
価
値
と
原
則
へ
の
同
意
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
権
利
と
義
務
に

関
す
る
特
に
十
分
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
へ
の
同
化

(
s
o
n
assimilation a
 la c
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 franr,;aise)

を

証
明
し
な
い
と
、
帰
化
で
き
な
い
。

（第



45 フランスにおける移民政策の展開(-) (335) 

に
な
る
。 同

化
が
確
認
さ
れ
た
後
で
、

当
事
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
の
権
利
と
義
務
の
証
書
に
署
名
す
る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て

承
認
さ
れ
た
こ
の
証
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
本
質
的
な
原
則
、
価
値
及
び
象
徴
を
想
起
さ
せ
る
。
（
以
下
略
）

日
本
の
国
籍
取
得
要
件

こ
こ
で
、

フ
ラ
ン
ス
と
の
違
い
を
確
認
し
て
お
く
た
め
、

日
本
の
国
籍
取
得
要
件
が
血
統
主
義
な
い
し
生
地
主
義
の
い
ず
れ
の
立
場
に

立
っ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
日
本
の
国
籍
法
で
は
、
国
籍
の
取
得
事
由
と
し
て
、
出
生
に
よ
る
国
籍
の
取
得
（
同
法
第
二

条
）
、
準
正
に
伴
う
国
籍
の
取
得
（
同
法
第
三
条
）
及
び
婦
化
（
同
法
第
四
条
＼
第
九
条
）
の
三
種
類
だ
け
を
定
め
て
い
る
。

出
生
に
よ
る
国
籍
の
取
得
と
し
て
は
、
「
出
生
の
時
に
父
又
は
母
が
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
」

（第
二
条
第

一
号
）
及
び
「
出
生
前
に
死

亡
し
た
父
が
死
亡
の
時
に
日
本
国
民
で
あ
っ
た
と
き
」

（第
二
条
第
二
号
）
は
、
子
は
、
日
本
国
民
と
す
る
と
定
め
、
父
母
両
系
血
統
主
義

(9
)
 

を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
た
、

「
日
本
で
生
ま
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
父
母
が
と
も
に
知
れ
な
い
と
き
、
又
は
国
籍
を
有
し
な
い
と
き
」
（
第
二
条
第
一＿
一
号
）
は
、

子
は
、

日
本
国
民
と
す
る
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
血
統
主
義
を
貫
く
場
合
に
生
ず
る
無
国
籍
防
止
の
た
め
、
血
統
主
義
の
補
則
と
し

(10
)
 

て
生
地
主
義
を
採
用
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
が
あ
っ
て
も
、
血
統
主
義
の
原
則
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と

次
に
、

準
正
に
伴
う
国
籍
の
取
得
と
し
て
、

「
父
又
は
母
が
認
知
し
た
子
で
二
十
歳
未
満
の
も
の
」
に
つ
い
て
、
認
知
を
し
た
父
又
は
母

が
子
の
出
生
の
時
に
日
本
国
民
で
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
父
又
は
母
が
現
に
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
死
亡
の
時
に

H
本
国
民

で
あ
っ
た
と
き
は
、
法
務
大
臣
へ
の
届
出
に
よ
り
国
籍
の
取
得
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
血
統
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う

(
a
)
 出
生
等
に
よ
る
国
籍
の
取
得

（イ



(336) 神奈川法学第 46巻第 2・3合併号 2013年 46 

こ
れ
に
対
し
、
簡
易
帰
化
に
関
し
て
は
、
血
統
主
義
又
は
生
地
主
義
の
観
点
か
ら
、
普
通
帰
化
の
要
件
が
緩
和
な
い
し
免
除
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。
ま
ず
、

①
の
五
年
以
上
の
居
住
条
件
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
民
で
あ
っ
た
者
の
子
は
三
年
に
期
間
が
短
縮
さ
れ
る
が
（
同
法

第
六
条
第

一
号
）
、
こ
れ
は
血
統
主
義
の
観
点
が
加
味
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
、

「
日
本
で
生
ま
れ
た
者
で
引
き
続
き
三
年
以
上
日
本

に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
有
し
、
又
は
そ
の
父
若
し
く
は
母
（
養
父
母
を
除
く
。
）
が
日
本
で
生
ま
れ
た
」
者
に
つ
い
て
は
、
居
住
条
件
が

免
除
さ
れ
る
（
同
法
第
六
条
第
二
号
）
。
同
号
前
段
は
、
日
本
に
お
け
る
出
生
と
三
年
間
の
居
住
を
要
件
と
し
た
も
の
で
、
生
地
主
義
的
要

(11
)
 

素
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
号
後
段
は
、
子
の
出
生
と
父
又
は
母
の
出
生
と
い
う
親
子
二
世
代
に
わ
た
る
日
本
で
の

地
縁
的
要
素
を
加
味
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
父
母
の
概
念
か
ら
養
父
母
が
除
か
れ
て
い
る
の
で
、
実
親
子
関
係
に
着
目
し
た
規
定
と
解

(12
)
 

さ
れ
て
お
り
、
血
統
主
義
の
立
場
に
立

っ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
二
世
代
に
わ
た
る
出
生
に
よ
る
国
籍

取
得
と
共
通
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
日
本
の
国
籍
法
は
血
統
主
義
に
立

っ
て
い
る
点
で
、
そ
の
基
本
的
考
え
方
は
異
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
①
居
住
条
件
だ
け
で
な
く
、

②
能
力
条
件
と
④
生
計
条
件
も
免
除
で
き
る
簡
易
帰
化
（
同
法
第
八
条
）
と
し
て
、

「
日
本
国
民
の

義
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。

帰
化

帰
化
に
は
、
普
通
帰
化

（同
法
第
五
条
）
と
、
普
通
帰
化
の
要
件
を
緩
和
し
た
簡
易
帰
化
（
同
法
第
六
条
＼
第
八
条
）
、
又
は
普
通
帰
化

の
要
件
を
免
除
し
た
大
帰
化

（同
法
第
九
条
）
が
あ
る
。

普
通
帰
化
に
つ
い
て
は
、
①
引
き
続
く
五
年
以
上
の
居
住
条
件

（第
五
条
第
一
項
第
一
号
）
‘

②
能
力
条
件
（
第
五
条
第
一
項
第
二
号
）
、

③
素
行
条
件
（
第
五
条
第
一
項
第
三
号
）
、
④
生
計
条
件
（
第
五
条
第

一
項
第
四
号
）
‘
⑤
重
国
籍
防
止
条
件
（
第
五
条
第
一
項
第
五
号
）
、

⑥
憲
法
遵
守
条
件
（
第
五
条
第
一
項
第
六
号
）
の
六
つ
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
い
ず
れ
も
血
統
主
義
又
は
生
地
主

(
b
)
 

ま
で
も
な
い
。
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子

（養
子
を
除
く
。）

で
日
本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が

る
。
他
方
、
「
日
本
で
生
ま
れ
、
か
つ
、
出
生
の
時
か
ら
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
そ
の
時
か
ら
引
き
続
き
三
年
以
上
日
本
に
住
所
を
有
す
る

も
の
」
（
同
条
第
四
号
）
に
つ
い
て
も
同
様
の
免
除
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
無
国
籍
を
条
件
に
生
地
主
義
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

日
本
の
国
籍
法
で
は
、
出
生
に
よ
る
国
籍
取
得
に
つ
い
て
は
血
統
主
義
が
貫
か
れ
て
お
り
、
普
通
帰
化
の
要
件
を
緩

和
し
た
簡
易
帰
化
に
つ
い
て
も
、
生
地
主
義
は
限
定
的
に
し
か
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
帰
化
に
つ
い
て
は
覇
束
行
為

(13) 

で
な
く
自
由
裁
量
行
為
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
地
主
義
の
観
点
か
ら
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
簡
易
帰
化
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る

か
は
、
ひ
と
え
に
国
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
生
来
の
国
籍
取
得
に
つ
い
て
生
地
主
義
を
認
め
、
さ
ら
に
、
出
生

後
の
事
由
に
よ
る
自
動
的
国
籍
取
得
事
由
と
し
て
も
生
地
主
義
を
幅
広
く
認
め
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と
際
立
っ
た
対
照
を
な
し
て
い

フ
ラ
ン
ス
の
移
民
政
策
を
検
討
す
る
前
に
、
国
立
統
計
経
済
研
究
所

(
I
N
S
E
E
)

の
デ
ー
タ
を
基
に
、
実
際
に
ど
の
程
度
の
移
入
民
が

(14
)
 

フ
ラ
ン
ス
に
い
る
の
か
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
、
外
国
人
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
せ
ず
に
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
者
と
、

(
1
)
 

る
。 ウ

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
入
民
の
実
態

小
括

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
入
民
の
実
態

（同
条
第

一
号
）
、
こ
れ
は
血
統
主
義
に
立
つ
も
の
で
あ
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図ー1 フランスにおける外国人と移入民 （単位 千人）

＼
 

人

5
国

71

外

3

フランスで生まれた外国人
54 7)  

民

2
入
34

移

a
／
 

＼
 

外国で生まれた外国人

3,168 

（出典） INSEE,2008年国勢調査

籍
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ス
国
籍
が
取
得
で
き
る
の
は
、
二

(
2
)
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る

（
民
法
典
第

人
だ
が
、

親
が
外
国
人
で
あ
っ
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
は
、
出
生
の
時
に
は
外
国

外国で生まれてフランス
国籍を取得した者

2.174 

の
際
の
国
籍
と
い
う
二
つ
の
要
件
を
基
準
と
し
て
い
る
。

る
。
こ
の
移
入
民
の
定
義
は
、

一
九
九
二
年
の
統
合
高
等
評
議
会

(
H
C
I
:
H
a
u
t
 

移
入
民
と
は
、
外
国
で
生
ま
れ
て
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
者
と
そ
れ
ぞ
れ
定
義
す

C
o
n
s
e
i
l
 a
 !'int
e
g
ration
)

に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
出
生
地
と
出
生

上
記
の
定
義
に
従
い
、

二
0
0
八
年
の
国
勢
調
査
に
基
づ
い
て
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
外
国
人
と
移
入
民
の
数
を
表
し
た
の
が
図

I
1
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

外
国
人

(
E
t
r
a
n
g
e
r
s
)
は
三
七
二
万
人
お
り
、
こ
の
中
に
は
外
国
で
生
ま
れ
た
外

）
三
一
七
万
人
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ

国
人

(
E
t
r
a
n
g
e
r
s
n
e
s
 a
 l'etr
a
n
g
e
r
s
 

た
外
国
人

(
E
t
r
a
n
g
e
r
s
n
e
s
 e
n
 F
r
a
n
c
e
)

五
五
万
人
が
含
ま
れ
る
。
な
お
、
両

一
六
歳
又
は
一
三
歳
に
な
る
と
フ
ラ
ン
ス
で
の
居
住
を
条
件
に
フ
ラ
ン

二
―
I

七
条
及
び
第
ニ
―
—
八
条
）。

他
方
、
移
入
民

(
I
m
m
i
g
r
e
s
)
と
し
て
は
、
外
国
で
生
ま
れ
て
フ
ラ
ン
ス
国
籍

を
取
得
し
た
者

(
F
r
a
rn;;a
is
p
a
r
 a
c
q
u
isition 
n
e
s
 a
 l'
e
t
r
a
n
g
e
r
s
)

ニ―

七
万

人
、
外
国
で
生
ま
れ
て
外
国
籍
の
ま
ま
の
者

(
E
t
r
a
n
g
e
r
s
n
e
s
 a
 l'etr
a
n
g
e
rs
)
 

三
一
七
万
人
、
計
五
三
四
万
人
と
な

っ
て
お
り
、
移
入
民
の
四
割
が
フ
ラ
ン
ス
国
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表ーl 国籍取得状況及び出生地別のフランスの人口(2008年）（単位：千人）

出生地

フランス 外国 計

全人口 56,851 7,111 63,962 (100.0%) 

生来のフランス人 55,724 1,769 57,493(89.9%) 

国籍取得によるフランス人 580 2,174 2,754(4.3%) 

外国人（フランス国籍を有しない） 547 3,168 3,715(5.8%) 

移入民 5,342(8.4%) 

（出典）INSEE,2008年国勢調査

う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

表

I
1
は
、
国
籍
取
得
状
況
及
び
出
生
地
別
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、

フ
ラ
ン
ス
の
全
人
口
六
、
三
九
六
万
人
の
中
に
は
、
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人

(Franc;ais
d
e
 

naiss
a
n
c
e
)
 五
、
七
四
九
万
人
の
ほ
か
に
、
国
籍
取
得
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
人

(F
r
a
n
~
a
i
s

p
a
r
 

aquisition)

二
七
五
万
人
と
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
し
な
い
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
る
外

国
人
三
七
二
万
人
が
い
る
こ
と
に
な
る
。
後
二
者
を
合
わ
せ
る
と
六
四
七
万
人
で
人
口
の

一
0
.

-
％
と
な
り

、
他
方
、
移
入
民
は
五
三
四
万
人
で
人
口
の
八
•
四
％
と
な
る
。

代
は
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
の
で

（民
法
典
第
一
八
条
）
、
第
二
世
代
以
降
の
子
孫
を
含
め
る

と
、
先
祖
が
外
国
人
の
者
の
割
合
は
、

つ
ま
り
移
入
民
の
第
二
世

は
る
か
に
多
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
部
裏
付
け

る
デ
ー
タ
と
し
て
、

親
の
少
な
く
と
も
一
人
が
外
国
に
お
い
て
外
国
人
と
し
て
生
ま
れ
た
一
八
歳

以
上
の
者
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
活
し
て
い
る
も
の
の
数
は

一、

0
一
四
万
人
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

(15
)
 

は
フ
ラ
ン
ス
の
一
八
歳
以
上
人
口
の
二
0
．
六
％
に
当
た
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
二
世
代
を
合
わ
せ
る
と
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
の
三
割
ほ
ど
は
移

入
民
か
、
親
の
少
な
く
と
も

一
人
が
移
入
民
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
移
入
民
の
把

握
時
点
を
よ
り
過
去
に
遡
れ
ば
、
移
入
民
及
び
そ
の
子
孫
の
割
合
が
さ
ら
に
大
き
く
な
る
で
あ
ろ

さ
ら
に
、
親
が
国
籍
を
取
得
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
な
っ
た
者
の
子
、
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表ー2 フランスにおける移入民の出生国別内訳(2008年）

1975年 1982年 1990年 1999年 2008年
（％） （％） （％） (%) 割合（％） 人数（千人）

EU圏内 63 53 47 41 34 ---1,808 --
響響~響響――- - - - -.  - - - - - - - - - - - --------------------------------------------------------------
スペイン 15 12 ， 7 5 257 
イタリア 17 14 11 ， 6 317 
ポルトガル 17 16 14 13 11 581 
その他のEU諸国 14 12 12 12 12 653 

EU圏外 37 47 53 59 66 3,534 
------------------------------------------------------------------------------------------------
アルジェ リア 14 15 13 13 13 713 
モロ ッコ 6 ， 11 12 12 654 
チュニジア 5 5 5 5 4 235 
その他のアフリカ諸国 2 5 7 ， 13 669 
アジア 2 5 8 ， 10 518 
その他 8 8 11 11 14 745 

移入民合計（千人） 3,870 4,087 4,238 4,387 100 5,342 

（出典） INSEE,Fiches thematiques Population immigree, 2012, p.101 

に
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、

特
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
場
合
に
は
、

か
ら
の
移
入
民
も
低
下
し
て
い
る
。

一
九
七

0
年
代
半
ば
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
移
入
民
の
出
生
国
別

(16
)
 

内
訳
を
見
て
お
こ
う
（
表
—
2

参
照
）
。
フ
ラ
ン
ス
ヘ
の
移
入
民
の

E
u

圏
内

外
の
別
を
見
る
と
、

E
u圏
内
か
ら
の
移
入
民
が
一
貫
し
て
低
下
傾
向
に
あ

り
、
こ
れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
と
い
っ
た
近
接
性

(proximite
)
に
優
れ
て
い
る
は
ず
の
南
欧
諸
国

他
方
、

E
u圏
外
で
は
、

ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
移
入
民
が
増
加
傾

向
に
あ
る
も
の
の
、
国
別
で
移
入
民
が
最
も
多
い
の
は、

二
0
0
八
年
時
点

で
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
モ
ロ
ッ
コ
と
チ
ュ
ニ
ジ
ア
を

合
わ
せ
た
マ
グ
レ
ブ
三
国
で
、
こ
の
三

0
年
間
、
移
入
民
の
三
割
を
占
め
続

け
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
か
国
は
、
か
つ
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
の
下

か
ら
六
二
年
ま
で
熾
烈
な
独
立
戦
争
を
戦
い
抜
き
、
膨
大
な
数
の
犠
牲
者
を

出
し
て
独
立
を
勝
ち
取

っ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
依
然
と
し
て
多
く
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
が
フ
ラ
ン
ス
に
移
出
民
と
し
て

働
き
に
行
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
冷
徹
な
現
実
を
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
い

次
に
、

(2) 
移
入
民
の
国
別
内
訳

一
九
五
四
年
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表ー3 欧州諸国における外国人受入状況(2011年）

外国人受入数※1 永住的移民受入 国籍取得者

（千人） 人数（人） 対人口比（％） 人数（人）

フランス 142.0 211,300 0.33 114,584 

イギリス 488.0 321,200 052 177,785 

ドイツ 841.7 290,800 0.36 106,897 

イタリア 3543 312.200 0.52 21,206 

スペイン 4163 349,300 0.76 114,599 

ポルトガル 33.0 36,900 035 21.750※2 

日本 266.9 59.100 005 10,359 

（出典） OECD,International Migration Outlook 2013, OECD, 2013 
※ 1 ここでいう外国人の範囲は、国によ って異なる。フ ランスの場合には、労働移民のほか、

移民の家族、難民その他の許可を有する者を含む。また、日本の場合には、有効なピザ

を有し、 90日以上滞在する予定の者をいう。

※ 2 2010年の値。

日
本
及
び
欧
州
諸
国
と
の
比
較

次
に
、

O
E
C
D
の
デ
ー
タ
を
基
に
、

に
お
い
て
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
人
受
入
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を

見
て
お
こ
う
（
表

I
3
)
。

二
0
1
―
年
に
お
け
る
日
本
の
外
国
人
受
入
数
は
二
六
万
七
千
人
と
フ
ラ
ン

ス
の
一
四
万
二
千
人
を
上
回
っ
て
お
り
、
主
な
欧
州
諸
国
と
比
べ
て
も
そ
れ
ほ

ど
見
劣
り
す
る
人
数
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
永
住
的
移
民
及
び
外
国

際
立
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

人
の
国
籍
取
得
者
を
比
べ
る
と
、
人
数
及
び
対
人
口
比
と
も
に
日
本
の
低
さ
が

フ
ラ
ン
ス
の
永
住
的
移
民
の
対
人
口
比
も
決
し

て
高
い
訳
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
並
ん
で
、
欧
州
諸
国
の
中
で

は
低
い
範
疇
に
属
し
て
い
る
。
他
方
、
外
国
人
の
国
籍
取
得
者
数
を
見
る
と
、

あ
り
方
だ
け
で
な
く
、
各
国
に
お
け
る
失
業
率
や
賃
金
水
準
等
の
経
済
的
要
因

に
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

そ
も
そ
も
移
民
労
働
者
の
数
は
、
そ
の
国
の
外
国
人
労
働
者
の
受
入
政
策
の

る。 イ
ギ
リ
ス
に
次
い
で
ス
ペ
イ
ン
、

E
U
諸
国
の
場
合
に
は
、

E
u域
内
に

フ
ラ
ン
ス
及
び
ド
イ
ツ
が
上
位
に
並
ん
で
い

(3) 

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
及
び
主
な
欧
州
諸
国
と
の
比
較
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な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

お
け
る
労
働
移
動
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
た
め
、
移
民
と
い
っ
て
も
、

E
u域
内
か
ら
か
、
そ
れ
以
外
の
国
か
ら
か
を
分
け
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
籍
取
得
要
件
を
ど
う
定
め
る
か
は
各
国
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
国
が
生
地
主
義
を
ど
こ

ま
で
取
り
入
れ
る
か
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
籍
取
得
者
の
数
は
大
い
に
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

表
—
3

か
ら
は
、
日
本
が
永
住
的
移
民
及
び
外
国
人
の
国
籍
取
得
に
関
し
て
極
め
て
制
限
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
か
つ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
移
民
大
国
と
言
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
も
、
他
の
国
に
お
け
る
移
民
の
受
入
れ
が
進
ん
だ
た
め
か
、
現
在
で
は
際
立
っ
た
移
民
大
国
で
は

注(l
)
ア
ラ
ビ
ア
語
で
、
日
の
沈
む
所
と
い
う
意
味
。
地
中
海
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
、
大
西
洋
、
エ

ジ
プ
ト
に
囲
ま
れ
た
北
ア
フ
リ
カ
を
い

い
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地

で
あ
っ
た
こ
の
三
国
を
小
マ
グ
レ
プ
と
呼
び
、
こ
れ
に
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
リ
ビ
ア
及
び
サ
ハ
ラ
西
部
を
加
え
た
地
域
を
大
マ
グ
レ
ブ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

h
t
t
p
:/＼
fr
.w
i
k
i
p
e
d
i
a.o
r
g¥
w
i
k
i
¥
M
a
g
h
r
e
b
 
(二

0
1
四
・
一
・
一
九
ア
ク
セ
ス
）

(
2
)
こ
の
研
究
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
労
働
者
の
生
活
保
障
に
関
す
る
双
方
向
的
研
究
」
（
課
題
番
号
二
三
五
三

0
0
五
九
）

（研
究
代
表
者
こ
江
口
隆
裕
）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。

(3
)
同
法
は
、
昭
和
五
七
年
の

「
行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
び
適
用
対
象
の
消
滅
等
に
よ
る
法
律
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
」
（
昭
和

五
七
年
法
律
第
六
九
号
）
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
。

(4
)
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
的
に
は
、
邪
馬
台
国
の
時
代
か
ら
、
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
に
移
住
し
た
渡
来
人
を
は
じ
め
、
他
国
か
ら
多
く
の
人
々
が
日

本
に
移
り
住
ん
で
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
も
、
移
入
民
の
数
が
フ
ラ
ン
ス
の
比
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(
5
)
O
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 4
5ー

2
4
4
1
d
u
 1
9
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c
t
o
b
r
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9
4
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o
r
t
a
n
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d
e
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e
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L
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9
3
3
d
u
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2
 juillet 
1
9
9
3
 r
e
f
o
r
m
a
n
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e
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P
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a
g
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r
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e
,
 La
 n
a
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e
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,
 Da

l
l
o
z
,
 20

1
1
,
 p
.
 10

4
・
 

(
8
)
事
実
上
の
所
在
地
た
る
居
所

(
r
e
s
i
d
e
n
c
e
)

に
対
し
、
住
所

(d
o
m
i
c
i
l
e)

に
相
当
す
る
語
。

d
o
m
i
c
ile
の
概
念
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
配
慮
し
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て
、
ハ
ー
グ
国
際
司
法
条
約
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た

（山
口
俊
夫
編

「
フ
ラ
ン
ス
法
辞
典
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
0
0
二
年）
）。

(9
)
第
二
号
の
規
定
は
父
系
血
統
主
義
を
と

っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
こ
れ
は
、
母
が
死
亡
し
た
後
に
子
が
出
生
す
る
こ
と
は
な
い
、
つ
ま
り
、

子
が
生
ま
れ
た
以
上
、
そ
の
母
は
出
産
時
に
生
き
て
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
規
定
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
父
母
両
系
血
統
主
義
に
立
っ

て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
江
川
英
文
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山
田
錬
一
、
早
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芳
郎
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籍
法
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版
〕
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